
●基金の分類と特徴

●基金積立金各年度末（3月31日）現在高 単位：百万円

基 金 名 ／ 年 度 種類 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

財 政 調 整 基 金 積 立 1,795 2,044 3,236 3,239 3,242 3,377 3,306 1,754 1,505 1,205 1,996 2,431 3,097 3,333 3,146 2,704 2,707

減 債 基 金 積 立 113 114 314 315 315 315 315 315 315 315 315 630 915 915 795 889 890

土 地 開 発 基 金 （ 現 金 分 ） 運 用 240 240 240 240 241 241 241 241 241 140 140 99 99 99 99 73 63

土 地 開 発 基 金 （ 土 地 分 ） 運 用 606 606 606 606 606 606 84 84 84 185 185 226 226 226 226 321 395

社 会 福 祉 基 金 積 立 104 124 465 456 456 451 451 446 446 377 275 275 237 238 229 198 199

国民健康保険事業財政調整基金 積 立 500 501 302 202 202 202 202 202 102 102 202 302 302 303 403 609 610

介 護 保 険 給 付 等 準 備 基 金 積 立 154 249 245 121 131 271 347 347 528 546 541 673 815 894 1,139 1,298 1,300

環 境 衛 生 基 金 積 立 500 1,535 1,536 1,537 1,538 1,517 1,390 1,334 1,248 1,248 1,221 1,221 1,183 975 963

義 務 教 育 施 設 設 備 整 備 基 金 積 立 294 645 845 1,075 1,075 1,075 1,076 994 941 849 850 730 653 653 611 558 558

ふ る さ と 応 援 基 金 積 立 76 198 258 344 269 227 314 309 359 353

森 林 環 境 整 備 基 金 積 立 5 20 33 54 56 38

地 方 創 生 応 援 基 金 積 立 9 3 0 7 7

村上総合病院移転新築支援基金 廃 止 2,000 2,000 2,000 2,000 951

合併特例措置逓減対策準備基金 廃 止 600 1,843 2,006 2,007 2,008 2,009

国民健康保険高額療養費貸付基金 廃 止 15 15 15 15 15 15 15

奨 学 基 金 廃 止 42 448 458 508 593 693

庁 舎 管 理 基 金 廃 止 1 1 1 1 1 1

ふ る さ と 創 生 基 金 廃 止 3 3 3 3 3 3

ふ る さ と 振 興 基 金 廃 止 841 841

情 報 通 信 施 設 整 備 基 金 廃 止 14 14 25 25 31 31

文 化 財 保 護 基 金 廃 止

文 化 会 館 建 設 等 基 金 廃 止 4 4 4 4 4 4

介護従事者処遇改善臨時特例基金 廃 止 46 32 18

あ ら か わ ゴ ル フ 場 施 設 整 備 基 金 廃 止

集落排水事業市債償還準備基金 廃 止 26 14

簡 易 水 道 事 業 施 設 整 備 基 金 廃 止 43

基 金 合 計 4,841 5,895 7,277 8,345 9,051 10,665 9,581 9,983 9,757 9,322 8,096 7,839 7,821 8,232 8,194 8,047 8,083

※令和6年7月1日時点で既に廃止されている基金は種類を「廃止」としています。

※端数整理のため実数と一致しない場合があります。

基金とは、各自治体の条例に基づき、特定目的のために財産を維持し、資金を積立て、又は定額の資金を運用するために任意に設置した資金又は財産です。

基金は、財産の維持及び必要資金の積立のために設置される積立基金と、定額の資金運用のために設置される運用基金に2分され、さらに積立基金は特定の目

的事業の財源として支出するための財産の維持を目的とするもの、運用益を財源に充当するための資金の積立を目的とするもの、その両者を合わせて1つの基

金としたものに分けることができます。また、運用基金は、当該基金の資金をもって特定の目的事業のための資金の貸し付け、財産等の一時取得などを実施

するために設置される基金です(下図参照)。

●積立基金 ・財産維持目的
財産の維持、資金の積立のために設置 ・資金積立目的

基金 ・上記両方の目的を混合

●運用基金
定額の資金運用のために設置



●基金構成
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